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１．はじめに 

 

平成 16 年 2 月に、我が国における道路の計画・

設計の基本的な指針である「道路構造令の解説と運

用」1)（以下「解説と運用」という）が改訂された。 
この中で、自動車だけでなく、歩行者や自転車

の交通機能や空間機能といった多様な機能を重視し

た道路の計画・設計の必要性が明示された。 
また、弾力的に基準を運用し、地域に適した道

路構造を採用できるよう、分離 2 車線の高規格幹

線道路など新しい概念の道路構造が位置づけられ、

道路構造選択の幅が広がった。 
しかし、解説と運用では、多様な機能を考慮し

た計画・設計や新たな道路構造採用にあたって、実

務で必要となる分析手法や判断の目安についての解

説が不十分なところがあると感じる。 
そこで、本稿では、概略設計の実務において、

多様な機能を考慮して道路の計画・設計を行うため

に必要となる道路の機能の把握・評価および新たな

道路構造の採用にあたって今後取り組むべき技術的

課題とその解決の糸口について述べたい。 
 

２．道路の機能の把握・評価に関する課題 

 

従来の道路設計では、計画交通量と地域区分に

応じた種級区分と標準断面によって道路構造が画一

的に決められていた。 

今後は、地域特性等から当該道路に必要な機能 
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を分析し、特に自動車や歩行者の通行・アクセス・

滞留のどれを重視するのかを明確にし、その機能を

確保できる道路構造について検討することが必要と

なる。 

しかし、これは地域に応じて当該道路の性格や

性能といった設計条件を設計の初期段階で検討する

新しい検討プロセスであるため、どのように道路の

機能を評価し道路構造に反映させればよいのか、具

体的な方法が確立されていない。また、これまでも

自動車の通行機能を評価するサービス水準（速度な

ど）は検討されているが、歩行者や自転車の通行、

アクセス、滞留の機能、空間機能について体系的に

検討している例は少ないと思われる。 

そこで、多様な機能を考慮した計画・設計を行

うために、既往の研究成果等をもとに我が国で考慮

すべき道路の機能の概念の具体化と機能を評価する

指標の体系について道路構造との関係で検討したり、

機能を考慮した道路計画・設計事例のデータを蓄積

するなど、実務において参考にできる材料を整理す

ることが有用であると考える。 

なお、必要な道路の機能は、個々の道路によっ

て異なることから、全国一律に同じ指標を用いる必

要はなく、各地域で適切に設定すべきものであると

ともに、実務で使う指標は計算やデータ収集が容易

であることが望ましい。 

一例を示すと、ドイツにおける都市内幹線道路

に関する設計指針（ＥＡＨＶ 932））では、交通、

環境、空間形成、経済性の 4 つの分野について、道

路の性格・性能を示す指標が関係する道路構造とと

もに体系的に整理されており、これら指標により当

該道路の目標を調整・設定して、道路を計画・設計

する考え方が示されている（表－１）。 

このような指標を用いて道路を計画・設計する

ことで、従来は種級区分と設計速度のみであったが、



道路の性能（サービス水準）がわかりやすく示され

ることになり、合意形成のツールとしても有効であ

ると考える。 

表－１ ＥＡＨＶの指標の例 
目標 評価基準 指標 設計による寄与

全利用者の交通安全 事故発生 

－種類、重大さ 

事故率（車、人） 

事故費用率 

見通し、車線幅

横断施設 

各種交通の質の確保 

－公共交通 

－自動車 

－自転車 

－歩行者 

 

輸送、乗り換え 

トリップの質 

快適性 

横断の容易さ 

 

速度、Ｐ＆Ｒ施設の質 

ﾄﾘｯﾌﾟ速度、停止回数 

自転車道幅員 

横断箇所数、待ち時間 

駐車規制、待合

施設 

信号、屈折車線

自転車施設 

横断施設、信号

環境汚染が小さい 騒音公害 

大気汚染 

騒音レベル 

平均濃度 

路面素材 

安定した交通流

 

３．新たな道路構造を採用する際の課題 

 

解説と運用では、地域の状況に応じた新たな道

路構造として、分離 2 車線の高規格幹線道路、規格

を下げて現道を活用した地域高規格道路、1.5 車線

的道路などが紹介されている。さらに、道路構造令

の運用により往復 3 車線道路の採用も可能である。 

以下では、これら新しい概念の道路構造につい

て実務で検討する際の課題をとりあげたい。 

 

（１）サービス速度の算定 

自動車の通行機能のうち円滑性を評価する代表

的な指標としてサービス速度（旅行速度）がある。 

地域高規格道路では設計速度 60km/h や 2 車線の

採用、平面交差点の設置、現道活用などが可能とな

ったが、おおむね 60km/h 以上のサービス速度を確

保することが要件 3)となる。また、交通量は少ない

が生活に不可欠な山地部等の道路においては、1 車

線改良や 2 車線改良等を組み合わせた 1.5 車線的道

路整備が選択可能となったが、その場合でも一定の

サービス速度の確保が求められる。このように、こ

れら道路構造の検討においてサービス速度の試算が

不可欠となる。 

しかし、道路のサービス速度を試算するにあた

り、設計速度や車線数によるサービス速度の違い、

現道活用時や視距・線形改良時のサービス速度の向

上の程度、1 車線道路における待避・すれ違いを考

慮したサービス速度などについては、速度試算に必

要なデータや算出方法がない。このため、提案した

道路構造がサービス速度の要件を満たしているのか

を検証する方法の確立が必要である。 

そこで、プローブカーにより道路幾何構造と走

行速度の関係についてのデータを蓄積したり、実務

の計画・設計で活用できるサービス速度算定モデル

を構築する試みが重要であると考える。すでに、プ

ローブカーデータを活用して線形要素や道路幅員な

どと走行速度の関係をモデル化する試み 4)が行われ

ており、これらデータの蓄積が期待される。 

 

（２）規格の高い道路の横断面構成の選択 

従来の高規格幹線道路や地域高規格道路は原則 4

車線で整備されてきたが、今後は交通需要に応じて

分離 2 車線構造を採用することが可能になった。 

また、2 車線道路に付加追越車線を交互に設置し

路線全体では同一幅員となる往復 3 車線構造も道路

構造令の運用により採用が可能である。 

a)分離 2 車線道路 

分離 2 車線構造の採用にあたり、現時点では設

計基準交通量に基づいて車線数を決定することにな

るが、分離 2 車線の交通容量がどの程度なのかが不

明確であることは既に指摘されているとおりである

5)6)。分離 2 車線採用の妥当性を円滑性の観点から

評価する上で、分離 2 車線を採用できる交通量の範

囲を明らかにする必要がある。 

そこで、交通量の多い簡易分離された暫定２車

線道路や、工事規制における擬似的な分離 2 車線構

造時の交通量などを分析が必要であると考える。 

一例として、ラバーポールが設置された暫定 2

車線道路（伊勢道松坂トンネル）における年間最大

時間交通量（平成 8 年）をみると約 1,500pcu／時

／1 車線との報告があり、このような事例データの

分析が必要である。 

b)2 車線道路のトンネル区間の路肩 

2 車線道路のトンネル区間では非分離とすること

ができる。その場合の路肩は、長大橋等の特例値

1.25m よりさらに縮小して、0.75m まで縮小が可能

（第 1 種第 3･4 級）である。 

しかし、高規格幹線道路等の非分離 2 車線道路

における 0.75m の路肩の採用は、コスト縮減等の観

点からは望ましいものの、側方余裕の確保、速度低

下や渋滞回避の観点から、その採用の判断が難しい。 

そこで、2 車線の高規格幹線道路のトンネル区間

で 0.75m の路肩幅員を採用している事例はないと思

われるため、第 3 種第 1 級の道路等で実勢速度の高



い一般道路における速度や渋滞、事故の調査、仮想

状況における走行実験を行い、安全性・円滑性を確

保できる路肩幅員を明らかにする必要があると考え

る。 

c)往復 3 車線道路 

往復 3 車線道路については、交通容量が明確で

はなく、安全性についても指摘 7)されており、往復

3 車線道路を適用できる交通量の範囲、安全性を確

保した道路構造についての検討が必要である。 

往復 3 車線道路採用の範囲についてドイツの横

断面構成指針ＲＡＳ－Ｑ 968) の例をみると、交通

量が 10,000 弱～20,000 強（台／日）で、2 車線と

4 車線の中間領域で採用されるようである（図－１

中、RQ15.5 が往復 3 車線道路に該当する）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 ドイツにおける 3 車線道路の適用範囲 

日本の場合、ドイツのように 2 車線では容量が

足りないが 4 車線では過大となる場合に採用すべき

なのか、あくまでも 2 車線道路においてサービス速

度を高めるために採用すべきなのかも含めて、往復

3 車線道路を適用する交通量の範囲やサービス速度

について検討が必要である考える。 

これらについては、既存の追越車線区間の車両

挙動等の分析やシミュレーションにより検討できる

のではないかと考える。 

また、安全性については、対向車との衝突事故

は中央帯を設置（ドイツは非分離）により防止でき

ると考える。また、分合流部の無理な追越しによる

事故も、定期的に追越し機会を得られることから、

通常の追越車線区間よりは低いと思われる。さらに、

夜間の眩光の問題も懸念されるが植栽や柵等の構造

的配慮により眩光防止は可能であると考える。 

 

（３）付加追越車線設置の間隔・延長の設定 

解説と運用では、分離 2 車線の高規格幹線道路

については原則として付加追越車線を設置すること

とし、その設置間隔は 6～10km、設置延長は 1.0～

1.5km を標準としている。 

しかし、本来は交通量や大型車混入率、縦断勾

配など状況に応じて、一定の車群形成に必要な単路

区間延長（設置間隔）と車群分散に必要な区間延長

（設置延長）の組み合わせは異なる。 

付加追越車線の設置箇所は地形などに制約され

ることが多いが、これまでは、既供用の道路に後か

ら設置するか、暫定２車線道路において部分的に 4

車線で運用するケースだけであった。 

しかし、今後は計画段階で完成 2 車線道路のど

こに付加追越車線を設置すべきかを検討することに

なるため、このような計画論は必要である。 

そこで、交通状況等に応じた付加車線設置の目

安について検討する一つの方法として、シミュレー

ションによる分析が考えられる。これは、付加追越

車線設置区間における追越挙動等を分析し、実際に

近いアルゴリズムのモデルを構築し、交通量等に応

じた付加追越車線の設置間隔・設置延長の目安と効

果（速度向上、車群分散など）を分析するものであ

る。 

 

（４）簡易インターチェンジの採用 

将来交通需要の減少が見込まれる高規格幹線道

路では、コスト縮減の観点から平面Ｙ型や集約ダイ

ヤモンド型という簡易インターチェンジを採用する

方向にある 9)。 

これら簡易インターチェンジには平面交差点が

あるため、その採用にあたっては平面交差における

インターチェンジ出入り交通量の処理可能性が重要

であり、その目安としてインターチェンジ出入り交

通量 2,500～5,000 台／日未満という値が示されて

いる 10)。 

実務において、コストの観点から簡易インター

チェンジが有利でも、上記目安があることからイン

ターチェンジ出入り交通量が 5,000 台／日を超える

場合には採用しにくい現状がある。 

しかし実際には、信号交差点処理を行っている

外環美女木ジャンクションの出入り交通量は

35,000 台／日前後、東関東自動車道四街道インタ

ーチェンジは平面Ｙ型であるが 14,000 台／日前程

 道路 
ｶﾃｺﾞﾘｰ 

横断面 交通量（台/日）（およびそれ以上） 

ＲＱ 15.5 

ＲＱ 15.5 

ＲＱ 15.5 

＊RQ15.5：3 車道路の断面 



度の出入り交通量を処理している（いずれも平成

14 年実績）。 

そこで、簡易インターチェンジの採用できる目

安を見直すために、交通量の多い簡易インターチェ

ンジにおける交通量や事故についてのデータ分析が

必要である。 

 

（５）連結方式の採用 

地域高規格道路などでは、平面交差点や連結方

式（図－２）を採用することが可能となった。 

連結路方式採用の目安としては、無信号交差点

の交通容量の求め方が例示されている 3)。（「改訂  

平面交差の計画と設計  基礎編」（社）交通工学研

究会をもとにしている）これは非優先道路から主道

路へ交通流の間隙を利用して流入可能な交通量を求

めるものである。 

 

 

 

 

 

図－２ 連結路方式のイメージ 

しかし、この目安が、設計速度の高い道路に適

用できるのか、算定に必要な臨界ギャップ（非優先

交通が横断可能な優先交通側の最小車頭時間）の値

はどの程度なのかは不明確である。 

また、連結方式では全方向の出入りができない

ため、周辺ネットワークやインターチェンジ利用圏

を考慮した連結方式配置の考え方も整理する必要が

ある。 

さらに、加減速車線長には平面交差点における

値とランプにおける値とがあり、どちらを採用すべ

きなのか（平面交差点の値が短いのはなぜなのか）

が不明確である。 

これらについては、わが国では検討されていな

いものと思われ、今後議論が必要である。 

 

４．おわりに 

 

今回の解説と運用の改訂は、計画・設計の考え

方の転換により、本稿で取り上げたような実務上の

課題が生じる。また、歩道設置の目安や車線数決定

における時間単位での交通量の検証方法など本稿で

とりあげたテーマの他にも様々な課題が発生すると

思われる。 

しかし、発生した課題について広く議論し解決

していくことで、道路計画・設計の技術を向上させ

ていく必要がある。 

このため、道路構造に係わる課題についての議

論・研究を、官・学・民が一体となって、一過性で

はなく、継続的に取り組むことが望まれる。 
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